
 

平成 20 年８月 29 日 

 

各      位 

 

                       会 社 名 前 田 建 設 工 業 株 式 会 社 

                         代表者名 代表取締役社長 前田 靖治 

                         （コード番号 １８２４  東証第一部） 

                         問合せ先 経 営 管 理 本 部 財 務 部 長 佐藤 寿郎 

                         （ＴＥＬ ０３－５２７６－５１１４） 

 

 

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 

 

 当社の取引先である有限会社トランスポジションの工事代金の支払いの為に手形を振り出している

株式会社都市デザインシステムが、平成 20 年８月 29 日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申

立てを行いました。この手形債権につきまして、下記のとおり取立不能又は取立遅延のおそれが生じ

ましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式会社都市デザインシステムの概要 

  （１）名   称    株式会社都市デザインシステム 

  （２）所 在 地    東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目１番１２号 

  （３）代表者氏名    梶原 文生 

  （４）資 本 金    2,129 百万円 

  （５）事業の内容    建築・不動産コンサルティング 

 

２．株式会社都市デザインシステムに対する債権の種類及び金額 

  （１）債権の種類及び金額 

手形債権（裏書人 有限会社トランスポジション）  726 百万円 

  （２）最近事業年度末日（平成 20 年３月 31 日）の純資産（107,366 百万円）に対する割合 

      0.7％ 

 

３.今後の見通し 

  上記手形債権につきましては、当社の取引先である有限会社トランスポジション並びに連帯共同

事業主と協議して回収を行ってまいります。 

なお、今後、業績予想等に変更が生じた場合には速やかに公表いたします。 

 

以 上 


